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募   集

市役所臨時職員

希望者は、各配属先及びハローワーク備付け

の臨時職員採用試験申込書(履歴書)にハローワ

ークの紹介状を添え、各配属先に提出してくだ

さい。

募集人員 各配属先１名ずつ

応募資格 パソコン操作(ワード、エクセルを使

って、文書や表の作成)ができること

雇用期間 平成29年４月１日～平成30年３月31

日

勤務時間 午前８時30分～午後５時15分

休日等 土、日曜日及び祝日等(有給休暇あり)

賃金 日額5,542円(月額110,000円程度)

加入保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、

公務災害補償

試験方法 面接試験

申込締切 ３月９日(木) 午後５時15分

試験日時 ３月21日(火) 午後２時

業務内容及び試験会場

配属先 業 務 内 容 試験会場

地 域 包 括

ケア推進課

調整推進係

電話対応、書類整

理、パソコンによる

文書作成など

市 民 会 館

第２会議室

農 政 課

耕地林務係

電話対応、書類整

理、パソコンによる

文書作成など

市 民 会 館

第３会議室

議会事務局

議 事 係

パソコンでの会議録

作成、書類整理など

市役所２階

議会応接室

問合せ・申込み

・地域包括ケア推進課調整推進係

TEL72-1111(内線328)

・農政課耕地林務係 TEL72-1111(内線314)

・議会事務局庶務係 TEL72-1111(内線241)

地区公民館主事業務嘱託員

希望者は、採用試験受験申込書(生涯学習課・

市民会館備付け)を生涯学習課公民館係(市民会

館内)に提出してください。

勤務場所・募集人員  

・別府地区公民館(別府センター) １名

・立神地区公民館(立神センター) １名

※採用された地区公民館が勤務地となりますが、

一定年数経過後、市内の他の地区公民館が勤

務先になることがあります。

応募資格

・市内に居住し、社会教育や生涯学習活動に関

心があり、地区公民館業務に識見と情熱をも

って取り組める方

・昭和27年４月２日以降に出生した心身ともに

健康な方

・普通自動車運転免許を有する方

・パソコンで基本的な文書作成ができる方(ワー

ド、エクセル等使用)

・平成29年４月１日から勤務できる方

試験方法 作文試験、面接試験

応募締切 ３月７日(火) 午後５時

※採用試験の日程は、後日応募者に連絡します。

問合せ・申込み

生涯学習課公民館係(市民会館内)

TEL72-1111(内線410)、72-2221

総合体育館等清掃員

希望者は、履歴書(保健体育課備付け)に写真

を貼り、必要事項を記入の上、保健体育課へ提

出してください。

募集人員 １名

雇用期間 平成29年４月１日～平成30年３月31

日

日数 年間120日(月10日)

勤務時間 午前８時30分～11時30分

賃金 日額2,160円

応募資格 市内に居住している方で、心身とも

に健康な方

選考方法 面接試験

※面接の日時等は後日、応募者に連絡します。

応募締切 ３月８日(水) 午後５時15分

問合せ・申込み 保健体育課 TEL72-0170
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相   談平成29年度枕崎市奨学生

希望者は、教育委員会総務課へ申込みくださ

い。

対象 本市居住者の子弟で、高等学校以上の学

校に在学し、経済的理由により修学困難な学生

または生徒(公立高等学校に係る授業料不徴収対

象者は除きます)。

提出書類

・奨学生願書(教育委員会総務課備付け)

・在学証明書(新学年の在籍を証明するもの)

・成績証明書(前学年のもの)※開封無効

・父母の平成28年度所得証明書  

願書配布期間 ３月15日(水)～

願書受付期間 ４月３日(月)～28日(金)

※貸与期間は１年間です。在学期間中、貸与を

希望する場合は毎年度手続きが必要です。

問合せ・申込み 教育委員会総務課

TEL72-0170

生涯学習長期公民館講座～プランター

で育てる野菜づくり講座受講生

家庭菜園ブームのなか、狭いスペースでも手

軽にできる野菜づくりの基本を学び、各家庭で

実践する技術を習得しましょう。

講師 山﨑己代治氏(枕崎の食を考える会会長)

期  日 時 間 内    容

４月12日(水)

午後２時

～４時

開講、野菜づくりの

基礎知識、全体講話

４月26日(水)

実技(春・夏の野菜づ

くり)

５月10日(水)

５月24日(水)

６月14日(水)

６月28日(水)

場所 枕崎地区公民館(松之尾センター)

募集人員 15名

受講料 500円(開講時のみ)

※ただし原材料費1,000円程度が別途必要

申込期限 ３月31日(金)

問合せ・申込み

枕崎地区公民館(松之尾センター) TEL72-9289

※受付は、午前10時から午後５時まで(月曜日及

び国民の祝日は休館)

年金相談所を開設

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。

相談は無料ですので、お気軽にご利用くださ

い。

日時 ３月23日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談を

お断りさせていただく場合もありますので、

あらかじめご了承ください。

予約先 鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111

●どんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(年金

手帳・年金証書等)、印鑑などをお持ちくださ

い。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。

●近隣市での相談も可能です

・３月２日(木) 南さつま市役所スタジオ21

・３月16日(木) 指宿市役所

・４月６日(木) 南九州市役所頴娃支所

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)
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お 知 ら せ

不法投棄はやめましょう

空地や畑、海岸や山林の道路脇など、ひと気

のない場所でのがれきや木くず、タイヤ、テレ

ビ等の不法投棄、また、家庭ごみ、タバコの吸

い殻などのポイ捨てが後を絶ちません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、

ゴミの不法投棄が禁止されており、違反をする

と５年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰

金が処せられます。

ゴミの不法投棄は絶対にやめ、ルールを守り

決められた日に、決められた場所へ出しましょ

う。市民一人ひとりがマナーを守り、良好な生

活環境が保たれるようご協力をお願いします。

※不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、み

だりに道路や空き地等に捨てる行為です。空

き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微

なごみのポイ捨ても不法投棄になります。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

総合体育館の利用開始について

総合体育館の照明をＬＥＤへ改修する工事と

床全面を張り替える工事が２月末で終了します。

長い間ご迷惑をおかけしましたが、３月１日

(水)から総合体育館の利用を開始します。

問合せ

・保健体育課 TEL72-0170

・総合体育館 TEL72-1116

公園利用者の皆さんへ

公園は、さまざまな人が利用します。他の利

用者に迷惑がかからないよう、ルールとマナー

を守り、快適に楽しく利用しましょう。

ゴミのポイ捨て禁止 空き缶、紙くずなどは、

必ず持ち帰ってください。

ゴルフ練習は禁止 公園内でのゴルフ練習は、

周りにいる人に危険を及ぼしたり、周辺の住宅

にボールが飛び込んで大変迷惑をかける行為で

すので禁止します。

ペットについて イヌの放し飼いをしないこと

やフンの後始末は、飼い主の基本的なマナーで

す。

遊具での遊び方について 遊具での危険な遊び

はやめましょう。また、幼児だけでの遊びはさ

せないで、保護者が同伴しましょう。

公園内でハトやネコへの餌付け禁止

バイクの乗り入れは禁止

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)

瀬戸公園の夜桜ナイター照明を点灯

今年も市観光協会の協力により、瀬戸公園の

夜桜を観賞するためのナイター照明を点灯し、

運動広場を開放します。

この期間中、昼間も運動広場を開放するため

グラウンドゴルフ、ソフトボール等での利用は

できませんのでご注意ください。

また、ゴミ箱は設置していませんので、ゴミ

の持ち帰りにご協力ください。年々、ゴミの放

置が増えており、困っています。きれいな桜を

見るためにも、皆さんのご協力をお願いします。

※桜の開花情報については、市ホームページに

掲載します。

期間 ３月下旬～４月上旬 ※雨天中止

※桜の開花時期により期間を変更する場合があ

ります。

時間 午後７時～10時

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)
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「春の火災予防運動」を実施

３月１日(水)から７日(火)までの７日間、全

国一斉に「春の火災予防運動」が実施されます。

この時期は空気が乾燥し、火災が発生しやす

くなります。暖房器具を使用の際は、周囲に燃

えやすい物を置かないなど、火災が発生しない

よう適切に使用しましょう。

また、たき火等が原因の火災が多く発生して

います。たき火を行う場合は、万全な消火準備

とその場を離れないようにし、風が強いときは

火の使用は避けてください。なお，たき火を行

う場合は、事前に消防署へ届け出てください。

※期間中は、消防署と消防団が連携して、火災

予防啓発のため、巡回広報と防火パトロール

等を実施します。

平成28年度全国統一防火標語

「消しましょう その火その時 その場所で」

＜住宅防火 いのちを守る ７つのポイント＞

■３つの習慣

・寝たばこは、絶対やめる。

・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

で使用する。

・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず

火を消す。

■４つの対策

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を

設置する。

・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐた

めに、防炎品を使用する。

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火

器等を設置する。

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために隣

近所の協力体制をつくる。

※｢住宅用火災警報器｣は10年を目安に交換をお

すすめします。

問合せ 消防本部警防課 TEL72-0049

集団災害訓練を実施

全漁連枕崎油槽所(恵比須町)付近で、消防本

部、海上保安部、警察、医師会等による集団災

害訓練を実施します。

消防車等がサイレンを鳴らして付近を走行し

ますので、ご協力をお願いします。

日時 ３月11日(土) 午後２時～３時

場所 全漁連枕崎油槽所岸壁付近

問合せ 消防本部警防課 TEL72-0049

ほっとPHOTOウォーク「愛のある写真」

の展示・掲載について

昨年11月23日に実施した、ほっとPHOTOウォー

クで参加者が撮った愛のある写真を展示・掲載

しますので、ぜひご覧ください。

期間 ３月17日(金)～４月17日(月)

場所 市役所市民ホール(市民係窓口前スペー

ス)

※市役所は土、日曜日、祝日は閉庁

※市ホームページへの掲載は、３月１日(水)～

29日(水)

問合せ 健康センター TEL72-7176

自死対策「わかちあいの会」を開催

大切な人を自死で亡くして、誰にも話せずつ

らい思いをされていませんか。決してひとりで

はありません。大切な人を自死で亡くした方が

対象です。一緒にお話してみませんか。

今後、奇数月に開催する予定です。

日時 ３月26日(日) 午後１時30分～３時30分

場所 南さつま市総合福祉センターふれあいか

せだ２階(南さつま市加世田川畑2648番地)

問合せ 090-4357-2459(平神)
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経済対策臨時福祉給付金について

経済対策臨時福祉給付金は、平成26年４月の消費税率引上げによる影響を緩和するため、国の経済対

策の一環として所得の低い方々に対して実施されます。今回は、軽減税率導入までの平成29年４月から

平成31年９月までの２年半分を一括して支給します。

支給対象者

次のすべての条件を満たす方(平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者と同じ)

・平成28年１月１日時点で本市に住民登録(住民票)がある方

・平成28年度市県民税(均等割)が課税されていない方

・平成28年度市県民税が課税された方の扶養親族になっていない方

・生活保護等を受けていない方

※扶養親族とは、控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従

者のことです。また、住民票の世帯や健康保険の扶養とは異なります。

※支給決定前に亡くなられた方は対象外です。

支給額 対象者１人につき１万５千円(１回限り)

申請方法

対象と思われる方には、平成29年３月初旬に申請書を送付します。申請会場または郵送で申請してく

ださい。

※経済対策臨時福祉給付金(１万５千円)と平成28年度臨時福祉給付金(３千円)は異なる給付金ですので、

平成28年度臨時福祉給付金を申請された方であっても、経済対策臨時福祉給付金を受けるためには、

改めて申請をする必要があります。

なお、平成28年度臨時福祉給付金(３千円)の申請受付は終了しましたので、ご了承ください。

必要なもの

申請書、免許証または保険証のコピー(対象の方全員分)、在留カード(外国人の方)、申請者の通帳の

コピー、印鑑  

※代理申請の場合は代理人の身分確認書類と印鑑も必要

申請期間 平成29年３月６日(月)～６月６日(火)(３カ月間)

※期間中に申請がなかった場合、給付金を支給できませんのでご注意ください。

受付時間 平日の午前８時30分～午後５時15分(正午～午後１時を除く)

申請会場 市役所北別館会議室 ※福祉課へ変更になる場合があります。

給付時期 申請受付から約２カ月後に、ご指定の金融機関口座に振り込みます。

※審査の結果、支給要件に該当しない場合、「不支給」となります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ＡＴＭ(現金自動預払機)

の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。市役所

や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いた場合は、すぐ

に市役所福祉課か最寄りの警察署に連絡してください。

問合せ

・福祉課社会係 TEL72-1111(内線135、136)

・厚生労働省専用ダイヤル TEL0570-037-192

※制度の詳細は、厚生労働省特設ホームページ(http://www.2kyufu.jp/)でも紹介しています。
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ご存知ですか？軽自動車の手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき、または住所

が変わったときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。軽自動車税は、毎

年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車等の手続きをした場合でも、

月割りによる減額はなく、その年度の税額を全額納めていただくことになります。廃車の手続きが完了

するまでは軽自動車税が課税され続けますので、名義変更や廃車手続きは３月31日までに行ってくださ

い。また、所有者が死亡した場合も名義変更等の手続きをお願いします。原動機付自転車、小型特殊自

動車用の申告書は市役所に備え付けていますが、市ホームページからもダウンロードできます。

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の新規、変更、廃車に関する手続きについて

問合せ

・税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)

・軽自動車(四輪、三輪、250cc以下の二輪)=全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 TEL099-261-4011

・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)=国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局 TEL050-5540-2089

区   分 必 要 な も の

販売店から購入したとき 印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、販売証明書等

市内へ転入したとき
印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、標識(ナンバープレート)

または廃車証明書

譲り受けたとき
印鑑、標識(変更する場合)、標識交付証明書(前所有者)、譲渡証明書(前所

有者)

廃棄・転出・市外の人に

譲り渡したとき
印鑑、標識、標識交付証明書

標識を紛失したとき 印鑑、標識交付証明書、紛失顛末書、弁償金200円

盗難にあったとき 印鑑、標識交付証明書、盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書




